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住吉町五丁目地区 
 

決定年月日 平成２８年６月２３日 

当初決定年月日 平成 1８年９月２５日 

名 称 住吉町五丁目地区地区計画 

位 置 府中市住吉町五丁目地内 

面 積 約６.５ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 地区計画とは、みなさんがお住まいの身近な生活空間について、建築物の建て方のルールや

道路、公園などの配置等を地区単位で定める都市計画です。詳しくは「地区計画活用の手引

き」をご覧ください。 

☆ この「府中市地区計画ガイド」は、府中市内における地区計画の事例を紹介するものです。

詳細は府中市都市整備部計画課に備え置く指定図書を縦覧してください。 

☆ 地区計画の区域内で、下記に示すような行為を行う場合には、事前に「届出」が必要です。 

  確認申請の前で、行為着手の３０日前までに届出をしてください。 

（１） 土地の区画形質の変更 

（２） 建築物の建築又は工作物の建設 

（３） 建築物等の用途の変更 

（４） 建築物等の形態又は意匠の変更 

☆ 問合せは、都市整備部計画課までお願いします。 

府中市 地区計画ガイド 0６ 
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地区計画の目標 

 本地区は、多摩川の自然を背景にして、鎌倉街道沿いの近隣商業地及び大規模

事業所に囲まれた住宅地から成り立っている。 

 こうした現在のまちの構成のより一層の調和を進め、「緑豊かな落ち着きのあ

る居住環境」と「商業・業務をはじめとする活力のある都市環境」が調和する、

多摩川の自然とネットワークした緑豊かな安全で快適なまちの維持・形成を図る

ことを目標とする。 

 

■区域の整備･開発及び保全に関する方針■■ 

土地利用の方針 

 「緑豊かな落ち着きのある居住環境」と「商業・業務をはじめとする活力のあ

る都市環境」が調和する、多摩川の自然とネットワークした緑豊かな安全で快適

なまちの維持・形成を図るため、次の３地区に区分し、それぞれにふさわしい土

地利用を誘導する。また、地区内の行き止まり道路及び狭あい道路の解消を促進

し、防災性及び安全性の向上を図る。 

１ 一般住宅地区 

 緑や日照・採光等の環境に恵まれた戸建て住宅と小規模な共同住宅等が調和す

る住宅地として保全・育成を図る。 

２ 近隣商業・住宅調和地区 

 にぎわいと活力のある商業・業務機能と居住環境が調和する複合市街地とし

て保全・育成を図る。 

３ 大規模集合住宅地区 

 周辺住宅地と調和し緑豊かで、耐震・耐火性能等を備えた中高層住宅地として

形成・保全を図る。 

地区施設の整備の方針 

 地区内の区画道路は、府中都市計画道路３・４・３号の事業化に向けて適正に

配置し、交通利便性の向上及び安全性の確保を図る。特に、大規模集合住宅地区

に隣接する区画道路については、大規模集合住宅の開発にあわせて歩行者が安

全・快適に歩ける道路整備を図る。 

 さらに、大規模集合住宅地区のまとまった樹林地は、公園又は緑地として確保

を図る。また、緑のネットワーク形成を図るため、大規模集合住宅地区外周では、

既存樹木を生かした緑地を確保するものとし、周辺の既存住宅地では、垣・さく

の緑化を推進するものとする。 

建築物等の整備の方針 

１ 「緑豊かな落ち着きのある居住環境」と「商業・業務をはじめとする活力の

ある都市環境」が調和する良好な居住環境の維持・形成を図るため、地区の

区分に応じた建築物等の用途の制限及び高さの最高限度を定める。 

２ 敷地の細分化を防ぎゆとりあるまち並みを確保し、良好な近隣関係を保持す

るため、地区の区分に応じた建築物の敷地面積の最低限度及び壁面位置の制

限を定める。 

３ 「緑豊かな落ち着きのある居住環境」と「商業・業務をはじめとする活力の

ある都市環境」が調和する落ち着きのある市街地の景観形成を図るため、地

区の区分に応じた建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

４ 防災性及び安全性の向上を図り、多摩川の自然とネットワークした緑豊かな

まち並みを維持・形成するため、地区の区分に応じた垣又はさくの構造の制

限を定める。 

５ 大規模集合住宅地区について、緑豊かなうるおいのあるまちの維持・形成を

図るため、建築物の緑化率の最低限度を定める。 
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■地区整備計画■■■■■■■■■■■■ 

□地区施設の配置及び規模□□□□□□□ 

道路 

幅員       4.00ｍ 延長 約 65ｍ 

幅員 4.00ｍ ～ 9.00ｍ 延長 約 150ｍ 

幅員 4.00ｍ ～ 9.10ｍ 延長 約 250ｍ 

幅員 4.00ｍ ～ 5.46ｍ 延長 約 130ｍ 

幅員       5.05ｍ 延長 約 140ｍ 

幅員       4.00ｍ  延長 約  40ｍ 

幅員 4.00ｍ ～ 6.09ｍ 延長 約  60ｍ 

幅員       5.00ｍ 延長 約 30ｍ 

幅員       4.50ｍ 延長 約 25ｍ 

幅員       4.00ｍ 延長 約 35ｍ 

幅員       4.00ｍ 延長 約 20ｍ 

幅員       4.00ｍ 延長 約 80ｍ 

幅員       4.00ｍ 延長 約 15ｍ 

公園 １箇所 約 660 ㎡ 

その他の公共空地 
広場 1 箇所 約 210 ㎡ 

道路状空地 幅員 1.50ｍ ～ 4.66ｍ 延長 約 385ｍ 
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□建築物等に関する事項□□□□□□□ 

地区の区分 
一般住宅地区 近隣商業・住宅調和地区 大規模集合住宅地区 

約 3.4ha 約 2.0ha 約 1.1ha 

建築物等の用途の制限 ̶ 

風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関

する法律第２条第９項

及び第１３項の用に供

する建築物は建築して

はならない。 

̶ 

建築物の敷地面積の最低

限度 

１００㎡ 

̶ 

ただし、地区計画の決定の告示日において、現に

建築物の敷地として使用されている建築物の敷地

面積の最低限度未満の土地又は現に存する所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用

する建築物の敷地面積の最低限度未満の土地につ

いて、その全部を一敷地として使用する場合は、当

該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面の位置につ

いては、次に掲げるものとする。 

１ 道路境界線又は隣地境界線からの距離は 

０．５ｍ以上とする。 

（緩和規定） 

２ 前号の規定に満たない距離にある建築物又は

建築物の部分が、次のいずれか該当する場合にお

いては、この限りではない。 

①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合

計が３ｍ以下であるもの 

②物置その他これに類する用途（自動車車庫を除

く。）に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、か

つ、床面積の合計が５㎡以内であるもの 

③自動車車庫で軒の高さが２．３ｍ以下であるも

の 

１ 地盤面から高さ 13

ｍ未満の外壁等の面の

道路境界線又は隣地境

界線までの距離は 2ｍ

以上、地盤面から高さ

13ｍ以上の外壁等の面

の道路境界線又は隣地

境界線までの距離は 6

ｍ以上とする。 

（緩和規定） 

２ 前号の規定は、次のい

ずれかに該当する場合

においては０．５ｍ以上

とする。 

①物置その他これに類

する用途（自動車車

庫を除く。）に供し、

軒の高さが２．３ｍ

以下で、かつ、床面

積の合計が５㎡以内

であるもの 

②自動車車庫で軒の高

さが２．３ｍ以下であ

るもの 

建 築 物 等の 高 さの 最 高 

限度 
１５ｍ ２５ｍ 

建築物等の形態・意匠の

制限 

 建築物の屋根及び外壁等の色彩は、緑豊かな居住

環境に調和した落ち着きのあるものとする。 

 建築物の屋根及び外壁

等の色彩は、緑豊かな居住

環境に調和した落ち着き

のあるものとする。特に、

建築物の外壁等は質の高

い素材及び品格のある色

調とする。 
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かき又はさくの構造制限 

 道路に面して設ける垣又はさく（門柱を除く。）

の構造は、生け垣又は透過性を有するフェンスとし

なければならない。ただし、垣又はさくの基礎の部

分のうち、高さが１．０ｍ以下の部分については、

この限りでない。 

 道路に面して設ける垣

又はさく（門柱を除く。）

の構造は、生け垣又は透過

性を有するフェンスとし

なければならない。ただ

し、垣又はさくの基礎の部

分のうち、高さが０．４ｍ

以下の部分については、こ

の限りでない。 

建築物の緑化率の最低 

限度 
̶ １０分の１．５ 

 


